
岩手県告示第 1160 号 

 県営建設工事の指名競争入札及び条件付一般競争入札に参加しようとする者の指名競争入札等参加資格基準及び県営建設工事

請負資格審査申請書の提出期日（昭和 58 年岩手県告示第 157 号）の一部を次のように改正し、平成 19 年２月１日から施行する。 

  平成 18 年 12 月 26 日 

                岩手県知事 増 田 寛 也  

改正前 改正後 

１ 指名競争入札及び条件付一般競争入札参加資格基準 

 (１)～(５) ［略］ 

１ 指名競争入札及び条件付一般競争入札参加資格基準 

 (１)～(５) ［略］ 

(６) 希望する工事種別が、土木工事、建築一式工事、電

気設備工事、管設備工事又は舗装工事にあっては、次の

アからオまでの表の左欄に掲げる等級別区分（規程第６

条第１項の規定による等級別の格付けをいう。以下同じ

。）に応じ、同表の右欄に定める要件を満たしている者で

あること。 

ア 土木工事 

等級別区分 要 件 

特Ａ級 １級技術者 15 人以上 

Ａ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数 12 人以上（うち１級技術者５人

以上） 

Ｂ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数６人以上（うち１級技術者３人以

上） 

Ｃ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数３人以上（うち１級技術者１人以

上） 

備考 

１級技術者 法による技術検定のうち検定種目を 

１級の建設機械施工若しくは１級の 

土木施工管理とするものに合格した 

者又は技術士法（昭和 58 年法律第 

25 号）による第二次試験のうち、技 

術部門を建設部門、農業部門（選択 

科目を「農業土木」とするものに限 

る。）、森林部門（選択科目を「森林 

土木」とするものに限る。）、水産部 

門（選択科目を「水産土木」とする 

ものに限る。）若しくは総合技術監理 

部門（選択科目を建設部門に係るも 

の、「農業土木」、「森林土木」又は「 

水産土木」とするものに限る。）とす 



 るものに合格した者をいう。 

２級技術者 法第７条第２号イ若しくはロに該当 

する者（土木一式工事に関する実務 

の経験を有する者に限る。）、法第 15 

条第２号ハに該当する者（土木一式 

工事に関する実務の経験を有する者 

に限る。）又は法による技術検定のう 

ち検定種目を２級の建設機械施工若 

しくは２級の土木施工管理（種別を 

「土木」とするものに限る。）とする 

ものに合格した者をいう。 

イ 建築一式工事 

等級別区分 要 件 

Ａ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数８人以上（うち１級技術者４人以

上） 

Ｂ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数５人以上（うち１級技術者１人以

上） 

Ｃ級 
１級技術者又は２級技術者の合計

数３人以上 

備考 

１級技術者 法による技術検定のうち検定種目を 

１級の建築施工管理とするものに合 

格した者又は建築士法（昭和 25 年 

法律第 202 号）による１級建築士の 

免許を受けた者をいう。 

２級技術者 法第７条第２号イ若しくはロに該当 

する者（建築一式工事に関する実務 

の経験を有する者に限る。）、法第 15 

条第２号ハに該当する者（建築一式 

工事に関する実務の経験を有する者 

に限る。）、法による技術検定のうち 

検定種目を２級の建築施工管理（種 

別を「建築」とするものに限る。）と 

するものに合格した者又は建築士法 

による２級建築士の免許を受けた者 

をいう。 

ウ 電気設備工事 



  

等級別区分 要 件 

Ａ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数６人以上（うち１級技術者３人以

上） 

Ｂ級 
１級技術者又は２級技術者の合計

数３人以上 

備考 

１級技術者 法による技術検定のうち検定種目を 

１級の電気工事施工管理とするもの 

に合格した者又は技術士法による第 

二次試験のうち技術部門を電気電子 

部門、建設部門若しくは総合技術管 

理部門（選択科目を電気電子部門又 

は建設部門に係るものとするものに 

限る。）とするものに合格した者を 

いう。 

２級技術者 法第７条第２号イ若しくはロに該当 

する者（電気工事に関する実務の経 

験を有する者に限る。）、法第 15 条第 

２号ハに該当する者（電気工事に関 

する実務の経験を有する者に限る。） 

、法による技術検定のうち検定種目 

を２級の電気工事施工管理とするも 

のに合格した者、電気工事士法（昭 

和 35 年法律第 139 号）による第一種 

電気工事士免状の交付を受けた者若 

しくは第二種電気工事士免状を受け 

た後電気工事に関し３年以上実務の 

経験を有する者又は電気事業法（昭 

和 39 年法律第 170 号）による第一種 

電気主任技術者免状、第二種電気主 

任技術者免状若しくは第三種電気主 

任技術者免状の交付を受けた者（同 

法附則第７項の規定によりこれらの 

免状の交付を受けている者とみなさ 

れた者を含む。）であって、その免状 

の交付を受けた後電気工事に関し５ 

年以上実務の経験を有する者をいう。

エ 管設備工事 



  

等級別区分 要 件 

Ａ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数５人以上（うち１級技術者２人以

上） 

Ｂ級 
１級技術者又は２級技術者の合計

数３人以上 

備考 

１級技術者 法による技術検定のうち検定種目を 

１級の管工事施工管理とするものに 

合格した者又は技術士法による第二 

次試験のうち技術部門を機械部門（ 

選択科目を「流体工学」又は「熱工 

学」とするものに限る。）、上下水道 

部門、衛生工学部門又は総合技術監 

理部門（選択科目を「流体工学」、「 

熱工学」又は上下水道部門若しくは 

衛生工学部門に係るものとするもの 

に限る。）とするものに合格した者を 

いう。 

２級技術者 法第７条第２号イ若しくはロに該当 

する者（管工事に関する実務の経験 

を有する者に限る。）、法第 15 条第 

２号ハに該当する者（管工事に関す 

る実務の経験を有する者に限る。）、 

法による技術検定のうち検定種目を 

２級の管工事施工管理とするものに 

合格した者、職業能力開発促進法（ 

昭和 44 年法律第 64 号）による技能 

検定のうち検定職種を１級の配管（ 

選択科目を「建築配管作業」とする 

ものに限る。）とするものに合格した 

者若しくは検定職種を２級の配管（ 

選択科目を「建築配管作業」とする 

ものに限る。）とするものに合格した 

後管工事に関し３年以上実務の経験 

を有する者、平成 16 年４月１日時点 

で同法若しくは同法附則第２条の規 

定による廃止前の職業訓練法（昭和 

33 年法律第 133 号）第 25 条第１項の 

規定による技能検定（以下「旧技能 

検定」という。）のうち検定職種を１ 



 級の配管（検定職種を職業訓練法の 

一部を改正する法律の施行に伴う関 

係政令の整備に関する政令（昭和 60 

年政令第 269 号）第１条の規定によ 

る改正前の職業訓練法施行令（昭和 

44 年政令第 258 号）（職業訓練法施 

行令の一部を改正する政令（昭和 48 

年政令第 98 号）による改正後の職業 

訓練法施行令をいう。）による配管と 

するものにあっては、選択科目を「 

建築配管作業」とするものに限る。 

以下同じ。）、空気調和設備配管、給 

排水衛生設備配管若しくは配管工と 

するものに合格していた者、平成 16 

年４月１日時点で旧技能検定のうち 

検定職種を２級の配管、空気調和設 

備配管、給排水衛生設備配管若しく 

は配管工とするものに合格していた 

者であってその後配管工事に関し１ 

年以上実務の経験を有する者又は水 

道法（昭和 32 年法律第 177 号）によ 

る給水装置工事主任技術者免状の交 

付を受けた後管工事に関し１年以上 

実務の経験を有する者をいう。 

オ 舗装工事 

等級別区分 要 件 

Ａ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数８人以上（うち１級技術者４人

以上）及び１級舗装施工管理技術

者１人以上（ただし、１級技術者

又は２級技術者と１級舗装施工管

理技術者は、同一の者が兼ねるこ

とができる。） 

Ｂ級 

１級技術者又は２級技術者の合計

数３人以上（うち１級技術者１人

以上）及び２級舗装施工管理技術

者１人以上（ただし、１級技術者

又は２級技術者と２級舗装施工管

理技術者は、同一の者が兼ねるこ

とができる。） 

備考 

１級技術者       法による技術検定のう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ち検定種目を１級の建 

築機械施工若しくは１ 

級の土木施工管理とす 

るものに合格した者又 

は技術士法による第二 

次試験のうち技術部門 

を建設部門若しくは総 

合技術監理部門（選択 

科目を「建設部門」に 

係るものとするものに 

限る。）とするものに合 

格した者をいう。 

２級技術者       法第７条第２号イ若し 

くはロに該当する者（ 

舗装工事に関する実務 

の経験を有する者に限 

る。）、法第 15 条第２号 

ハに該当する者（舗装 

工事に関する実務の経 

験を有する者に限る。） 

又は法による技術検定 

のうち検定種目を２級 

の建設機械施工若しく 

は２級の土木施工管理 

（種別を「土木」とす 

るものに限る。）とする 

ものに合格した者をい 

う。 

１級舗装施工管理技術者 財団法人道路保全技術 

センターの行う１級の 

舗装施工管理技術者資 

格試験に合格し、舗装 

施工管理技術者資格者 

証を交付されている者 

をいう。 

    ２級舗装施工管理技術者 財団法人道路保全技術 

センターの行う２級の 

舗装施工管理技術者資 

格試験に合格し、舗装 

施工管理技術者資格者 

証を交付されている者 

をいう。 



 

 

 

(６) 中小建設業者が、継続的な協業関係を確保すること

により、その経営力及び施工力を強化する目的で結成す

る共同企業体（以下「経常共同企業体」という。）につい

ては、次に掲げる要件に該当するものであること。  

ア～エ ［略］ 

  オ 規程第６条第１項の規定により等級別の格付（以下

「等級別区分」という。）を行う工事にあっては、経常

共同企業体の等級別区分が、構成員各個の等級別区分

より、半数以上の構成員が昇格するような組合せであ

ること。ただし、各構成員の等級別区分が、最上位の

等級（土木工事にあっては、第２位等級以上）の場合

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県営建設工事請負資格審査申請書の提出期間等 

(１) 提出期間 昭和58年及び同年に２の倍数の年を加え

た年（以下「名簿作成年」という。）の２月１日から２月

 

(７) 工事現場ごとに法第26条第１項の規定による主任技

術者又は同条第２項の規定による監理技術者を専任で配

置することができる者であること。 

(８) 中小建設業者が、継続的な協業関係を確保すること

により、その経営力及び施工力を強化する目的で結成す

る共同企業体（以下「経常共同企業体」という。）につい

ては、次に掲げる要件に該当するものであること。 

  ア～エ ［略］ 

  オ 等級別区分を行う工事にあっては、経常共同企業体

の等級別区分が、構成員各個の等級別区分より、半数

以上の構成員が昇格するような組合せであること。た

だし、各構成員の等級別区分が、最上位の等級（土木

工事にあっては、Ａ級以上）の場合は、この限りでな

い。 

 

２ 指名競争入札及び条件付一般競争入札参加資格の審査の

方法 

指名競争入札及び条件付一般競争入札参加資格基準に係

る審査は、次に掲げる事項につき行うものとする。 

(１) 客観的事項 

法第 27 条の 23 第３項に規定する経営事項審査の項目

(２) 主観的事項 

ア 工事成績 

イ ＩＳＯ9000 シリーズ認証取得 

 ウ 岩手県優良県営建設工事表彰 

エ 東北地方工事安全施工推進大会における優良企業

（現場代理人）表彰 

オ 岩手県優秀建設施工者知事表彰 

カ ＩＳＯ14001 認証取得 

 キ いわて地球環境にやさしい事業所認定取得 

ク 新卒者職員採用 

ケ 障害者雇用 

コ 地域貢献活動 

サ 新分野進出 

シ 企業連携 

ス 県営建設工事の指名停止 

セ 有資格者に対する文書警告 

ソ 規程第 10 条第１項の規定による資格の取消し 

タ その他知事が必要と認める事項 

３ 県営建設工事請負資格審査申請書の提出期間等 

(１) 提出期間 平成19年及び同年に２の倍数の年を加え

た年（以下「名簿作成年」という。）の２月１日から２月

 



末日まで。ただし、この期間に提出できなかった者は、

名簿作成年以外の年の２月１日から２月末日まで（昭和

59 年にあっては、２月 15 日から３月 15 日まで）の期間

に提出し、名簿への追加を受けることができる。 

(２) 提出書類 

ア～ケ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ ［略］ 

(３) 提出場所及び方法 県内に主たる営業所を有する申

請者にあっては当該営業所を管轄する広域振興局土木

部、広域振興局総合支局土木部又は地方振興局の土木部

若しくは土木事務所に、県外に主たる営業所を有する申

請者にあっては県土整備部建設技術振興課に直接持参す

ること。 

 

 

 

 

(４) ［略］ 

３ ［略］ 

４ 提出書類記載事項の変更届 申請書提出後次の各号のい

ずれかに該当する場合は、県営建設工事請負資格審査申請

書記載事項変更届（様式第９号）を知事に提出しなければ

ならない。 

(１)～(４) ［略］ 

５ その他 提出書類は、原則として、横書き、天つづりと

し、つづり込みの順序は、２(２)に掲げる順序による。 

末日まで。ただし、この期間に提出できなかった者は、

名簿作成年以外の年の２月１日から２月末日までの期間

に提出し、名簿への追加を受けることができる。 

 

(２) 提出書類 

ア～ケ ［略］ 

コ 新卒者職員調書（様式第９号。原則として県内に主

たる営業所を有する申請者が、希望する工事種別に応

じ、１(１)の表の右欄に掲げる建設工事の種類に対応

した建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）

第１条で定める学科を卒業した者を、卒業後１箇月以

内に採用し、申請書を提出する日の直前の１月 31 日ま

で連続して雇用している場合（高等学校を卒業した者

にあっては卒業後４年未満の間連続して雇用している

場合、大学等を卒業した者にあっては卒業後２年未満

の間連続して雇用している場合に限る。）に限る。） 

サ ［略］ 

(３) 提出場所及び方法 県内に主たる営業所を有する申

請者にあっては当該営業所を管轄する広域振興局土木

部、広域振興局総合支局土木部又は地方振興局の土木部

若しくは土木事務所に、県外に主たる営業所を有する申

請者にあっては県土整備部建設技術振興課に次のいずれ

かの方法により提出すること。 

ア 提出書類を直接持参することにより提出すること。 

イ 電子申請・届出汎用受付システムを使用して提出す

ること。ただし、様式第１号以外の提出書類について

は、郵送又は持参することにより提出すること。 

(４) ［略］ 

４ ［略］ 

５ 提出書類記載事項の変更届 申請書提出後次の各号のい

ずれかに該当する場合は、県営建設工事請負資格審査申請

書記載事項変更届（様式第 10 号）を知事に提出しなければ

ならない。 

 (１)～(４) ［略］ 

６ その他 提出書類は、原則として、横書き、天つづりと

し、つづり込みの順序は、３(２)に掲げる順序による。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

様式第１号を次のように改める。 



様

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

処理

11

様式第１号

許可を受けている建設業の種類

申請書に添付した総合評定値通知書に記載された審査基準日

　貴県所管に係る建設工事の請負契約の相手方となりたいので、別添の書類を添えて申請します。
　なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

    　　　年　　月　　日建設業許可番号

―

19

15 連絡場所営業所名

受任者住所

受任者営業所名

経営事項審査後
に許可番号を
変更した場合

経常共同企
業体構成員

フ　リ　ガ　ナ

漢　　　　　字

（ビル名等）

13

14

受任者名

出資率

旧建設業許可番号

構　成　員　　（代表）
建設業許可番号

舗装関連

申請事務担当者 部課名

（役職名） （氏名）　　（姓と名の間を一字空ける）

担当者氏名 電話番号

構　成　員
建設業許可番号 出資率

構　成　員
建設業許可番号 出資率建設業許可番号 出資率

構　成　員
建設業許可番号 出資率

構　成　員

都道府県
コ  ー  ド

市区町村
コ　ー　ド

18

16

17

Ｆ　　Ａ　　Ｘ　　番　　号

連絡場所住所

申     請     者
商号又は名称

代表者氏名

本店住所

12
（役職名）

都道府県
コ  ー  ド

市区町村
コ　ー　ド

都道府県
コ  ー  ド

市区町村
コ　ー　ド

（市区町村名）

（氏名）　　（姓と名の間を一字空ける）

郵　便　番　号

（市区町村名以下） 電　　話　　番　　号

（ビル名等） Ｆ　　Ａ　　Ｘ　　番　　号

（市区町村名） 郵　便　番　号

（市区町村名以下） 電　　話　　番　　号

（市区町村名） 郵　便　番　号

（市区町村名以下） 電　　話　　番　　号

　　年　　月　　日

主観点要素(1) 主観点要素(2)
いわて 新分野 県工事

１：１級　２：２級

舗装施工管理
技術者 代理人 マスタ 障害者 文警告 ＩＳ14 地貢献 企連携

印

Ｆ　　Ａ　　Ｘ　　番　　号

　岩手県知事

（ビル名等）

県営建設工事請負資格審査申請書

ＩＳ9指停止



兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

兆 兆 兆

様式第９号を次のように改める。

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

千円 十億 百万 千円百万 千円 十億 百万十億月 日

十億 百万 千円

20
１．一般
２．特定

年

千円 十億 百万 千円十億 百万日１．一般
２．特定

年 月
20

官　　公　　庁 民　　　　　間 合　　　　　計
申請
区分

業種名
業　種
コード

一般・特定
区 　　分

許可年月日 技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数 直前２ （３）年間の年間平均完成工事高
総　　数

百万 千円十億 百万 千円 十億その他 十億 百万 千円
１級以外の監理技術者

年 月 日 １級 ２級 １級 ２級 ２級
総　　数

土木施工管理技士 建設機械施工技士
技術士

20 舗　　装 0 5
１．一般
２．特定

技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数

百万 千円十億 百万 千円 十億その他 十億 百万 千円年 月 日 １級
総　　数

管施工管理技士
技術士

１級以外の監理技術者 消　　防
設備士

職能法
１　　級２級 ２級20 管 0 4

１．一般
２．特定

技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数

千円百万 千円 十億 百万十億 百万 千円 十億１種 ２種 ２級 その他年 月 日 １級

技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数

総　　数
電気工事施工管理技士

技術士
電気工事士 電　気

主　任
１級以外の監理技術者 消　　防

設備士２級20 電　　気 0 3
１．一般
２．特定

十億 百万 千円千円 十億 百万 千円２級 その他 十億 百万年 月 日 １級

技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数

総　　数
建築施工管理技士 建築士 １級以外の監理技術者

２級 １級 ２級20 建築一式 0 2
１．一般
２．特定

千円百万 千円 十億 百万十億 百万 千円 十億年 月 日

その他

20 土　　木 0 1
１．一般
２．特定

２級 １級 ２級 ２級

直前２ （３）年間の年間平均完成工事高

総　　数
土木施工管理技士 建設機械施工技士

技術士
１級以外の監理技術者 官　　公　　庁 民　　　　　間 合　　　　　計

申請
区分

業種名
業　種
コード

一般・特定
区       分

許可年月日
技 　　　　　術 　　　　　者 　　　　　数

１級

建設業許可番号 申　請　者　名
別紙



様式第９号 

新 卒 者 職 員 調 書 
 

商号又は名称                

 

卒業年月日 学 校 ・ 学 科 名 
氏  名 生年月日 

採用年月日 県営建設工事種別 

  

土木 建築 
一式 

電気
設備 

管 
設備 舗装 鋼橋 

上部 
プレ 
コン 

法面 
処理 

機械 
設備 塗装 グラ 

ウト 
通信 
設備 

しゅん 
せつ 造園 ボー 

リング 
消防 
設備 

標識 
設置 

鋼工 
作物 防水   

 
                   

  

土木 建築 
一式 

電気
設備 

管 
設備 舗装 鋼橋 

上部 
プレ 
コン 

法面 
処理 

機械 
設備 塗装 グラ 

ウト 
通信 
設備 

しゅん 
せつ 造園 ボー 

リング 
消防 
設備 

標識 
設置 

鋼工 
作物 防水   

 
                   

  

土木 建築 
一式 

電気
設備 

管 
設備 舗装 鋼橋 

上部 
プレ 
コン 

法面 
処理 

機械 
設備 塗装 グラ 

ウト 
通信 
設備 

しゅん 
せつ 造園 ボー 

リング 
消防 
設備 

標識 
設置 

鋼工 
作物 防水   

 
                   

  

土木 建築 
一式 

電気
設備 

管 
設備 舗装 鋼橋 

上部 
プレ 
コン 

法面 
処理 

機械 
設備 塗装 グラ 

ウト 
通信 
設備 

しゅん 
せつ 造園 ボー 

リング 
消防 
設備 

標識 
設置 

鋼工 
作物 防水   

 
                   

注 卒業証書又は卒業証明書の写し及び雇用状況を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を添付してください。 
 様式第９号の次に次の１様式を加える。 



様式第 10 号 

年  月  日 
岩手県知事         様 

 
住 所        電話番号 

 

申請者 商号又は名称
ふ り が な

 
代 表者氏名                ○印  
建設業許可番号     （ － ）第    号 

 

県営建設工事請負資格審査申請書記載事項変更届 
先に提出した     年度県営建設工事請負資格審査申請書の記載事項に変更がありましたの

で、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。 
 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 変更年月日 

    

（Ａ４） 
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